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△ 12年度固定資産税の評価替え

Q ●
● 固定資産税の12年度評価替えでの基

礎となる基準宅地の評価額が決定したようで

すが、やはり評価額は下落しているのでしよ

うか。

A ●
● 基準宅地の評価額は、11年度に比べ

全国平均で14．2％の下落となっています。

【解説】

固定資産税の課税対象は毎年1月1日現在

で所有する土地、建物、償却資産で、このう

ち 、 土地については原則として3年に1度評

価替えを行います。

ただし、前回9年度の評価替えに伴い、

10年度又は11年度においても地価が下落

している場合には、前年度の価格に修正を加

えた評価額を用いることができることとされ

ました ◎

12年度の基準宅地の評価額は、全国平均

で14．2％の下落となっていますが、これ

は11年度の評価替えと比べてです。前回の

9年度の評価替えに比べると実に33．2％

の下落となります。

今回、下落幅の最も大きかったのは石川県

で、11年度の評価替え時より32．8％下

落しています。次いで北海道の31.7%

京都府の29．0％と続いています。

、

全国で唯一評価額が上昇した東京都でも、

その上げ幅はわずか0．2％にとどまってい

ます 。

このところの地価下落傾向に歯止めがかか

っていないことが浮きぼりになりました。


